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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】令和1年11月7日(2019.11.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プラスチックボトルにおいて、
　カブラと、前記カブラの下方に位置するサポートリングと、前記カブラと前記サポート
リングとの間の外面に形成された凹状環状面とを有する口栓部と、
　前記口栓部下方に設けられたボトル本体とを備え、
　前記口栓部は、天面と、前記天面から延びる内周面とを有し、前記天面と前記内周面と
の接合部の稜線に断面視で直線状の面取り部を形成し、
　前記直線状の面取り部の前記天面側の端部と、前記直線状の面取り部の前記内周面側の
端部とに、それぞれ半径０．２ｍｍ～０．４ｍｍのＲ取り部が形成され、
　前記天面に対する前記面取り部の角度は、２０°～６０°であり、
　前記面取り部の径方向の幅と前記面取り部の高さ方向の幅は、それぞれ０．１５ｍｍ～
０．４５ｍｍであることを特徴とするプラスチックボトル。
【請求項２】
　前記カブラの直径であるカブラ径ｄＡは、２５ｍｍ～３２ｍｍであり、前記凹状環状面
の直径ｄＢは、２４ｍｍ～２７ｍｍであることを特徴とする請求項１記載のプラスチック
ボトル。
【請求項３】
　前記凹状環状面に、半径方向内方へ凹む環状溝が形成されていることを特徴とする請求
項１又は２記載のプラスチックボトル。
【請求項４】
　プリフォームにおいて、
　カブラと、前記カブラの下方に位置するサポートリングと、前記カブラと前記サポート
リングとの間の外面に形成された凹状環状面とを有する口栓部と、
　前記口栓部下方に設けられたプリフォーム本体とを備え、
　前記口栓部は、天面と、前記天面から延びる内周面とを有し、前記天面と前記内周面と
の接合部の稜線に断面視で直線状の面取り部を形成し、
　前記直線状の面取り部の前記天面側の端部と、前記直線状の面取り部の前記内周面側の
端部とに、それぞれ半径０．２ｍｍ～０．４ｍｍのＲ取り部が形成され、
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　前記天面に対する前記面取り部の角度は、２０°～６０°であり、
　前記面取り部の径方向の幅と前記面取り部の高さ方向の幅は、それぞれ０．１５ｍｍ～
０．４５ｍｍであることを特徴とするプリフォーム。
【請求項５】
　前記カブラの直径であるカブラ径ｄＡは、２５ｍｍ～３２ｍｍであり、前記凹状環状面
の直径ｄＢは、２４ｍｍ～２７ｍｍであることを特徴とする請求項４記載のプリフォーム
。
【請求項６】
　前記凹状環状面に、半径方向内方へ凹む環状溝が形成されていることを特徴とする請求
項４又は５記載のプリフォーム。
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